
　　　　　　　　●事業歴を問わず兵庫県内で事業実態があれば申し込み可能です。 ・主な要件だけを記載しているため、これら以外の要件がある場合もあります。

も等合場いなれらけ受を資融りよに等査審・）。すまりなと要必が歴業事一同の上以年１はていつに金資の部一しだた（　　　　　　　　　 あります。

　　　　　　　　●兵庫県信用保証協会の保証が必要です。 ・利率は年度途中で変更する場合があります。

　　　　　　　　●第三者保証人は不要です。 ・担保及び保証人（第三者保証人を除く）は、保証協会または金融機関の定めるところによります。

　　　　　　　　　（第三者保証人とは、友人・知人・取引先等直接融資申込人<または会社等>と関係のない者、または生計を別にする親族等 の保証人をいいます）
（平成２１年１０月１日現在）

資金

使途 限度額 利率 融資（据置）期間 申し込みに必要な認定等その他の要件

⇒ 事 業 応 援 貸 付 認定不要（申込先による融資要件の確認で可）

⇒ 第 二 創 業 貸 付 ・現在の事業と異なる新しい分野に進出する方
認定不要（申込先による融資要件の確認で可）
【1年以上同一事業歴必要】

｢中小企業新事業活動促進法｣に基づく｢経営革新計画｣等の県(県民局
商工労政課)の認定が必要

(財)ひょうご産業活性化センターの成長期待企業としての支援決定が
必要

認定不要（申込先による融資要件の確認で可）

認定不要（申込先による融資要件の確認で可）

｢新産業創出支援事業｣、｢産学連携新産業創出支援事業｣等(新産業立
地課)または、｢地場産業活性化事業(新分野進出等支援事業・企業
枠)｣(工業振興課)に基づく県の認定が必要

｢中小企業地域資源活用促進法｣に基づく「地域産業資源活用事業計
画」の国の認定が必要

・健康・福祉・シルバー関連産業を営む方、または新たに営もうとする方 認定不要（申込先による融資要件の確認で可）

⇒ 設 備 活 性 化 貸 付 認定不要（申込先による融資要件の確認で可）

⇒ 設 備 更 新 貸 付 ）可で認確の件要資融るよに先込申（要不定認方う行を新更の備設、めたのどなし直見のンイラ産生・

⇒ 先端技術・情報整備貸付
設　備
運　転

認定不要（申込先による融資要件の確認で可）

⇒ 食 品 安 全 貸 付 認定不要（申込先による融資要件の確認で可）

⇒ 立地
資金

拠 点 地 区 進 出 貸 付

産 業 団 地 進 出 貸 付

25億円(特認50億円) 1.30％ 15年（2年）
新規成長事業等への該当にかかる県（新産業立地課または国際経済

業種等にかかる県（新産業立地課）の確認が必要

課）の確認が必要

⇒
観光商業
設備資金 観 光 ・ 商 業 設 備 貸 付

設　備
運　転

企業 7,000万円

組合1億4,000万円

1.90％ 企業 7年（1年)

組合10年（1年)
認定不要（申込先による融資要件の確認で可）

⇒ 観光施設ユニバーサル貸付 「バリアフリー新法第１７条」に基づく市町等の認定または(社)ひょ
うごツーリズム協会による国際伝統旅館等の登録が必要

⇒ 事業所ユニバーサル貸付 認定不要（申込先による融資要件の確認で可）

資格・経験あり

3,500万円 

資格・経験なし

2,500万円 

⇒ 再 挑 戦 貸 付 1,000万円 10年（1年）
再挑戦支援保証制度に基づく信用保証協会の保証が必要
・・自己資金不要、担保不要
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⇒ 開
業
資
金

新 規 開 業 貸 付
設　備

運　転
1.70％

・経験、資格を生かして新たに事業を開始する方
・特許法等に基づく出願により登録を受け、その技術を用いて開業する方

事業に必要な資金の20％以上の自己資金が必要
【信用保証協会の保証が必要】

・新規に個人で、または会社を設立して事業を開始する方(経験・資格等がない
場合）

事業に必要な資金から1,000万円引いた額の半額または事業に必要な
資金の20％のうち高い額の自己資金が必要
・原則として担保・保証人不要　【信用保証協会の保証が必要】

10年（2年）

・海外進出を行う方

・産学連携・事業連携による新製品・新技術開発、ものづくり・IT分野における
新製品・新技術の開発、生活・ｻｰﾋﾞｽ産業における新規事業開発などに取り組
む方

10年（2年）

申し込みのできる方
融　　資　　条　　件

経 営 革 新 貸 付

1.50％

・新商品の開発、生産など新たな取り組みにより経営革新を行う方

・「中小企業技術評価制度」で一定以上の評価を得るなど、成長が期待される方

・後継者不在により事業継続が困難となっている方から事業譲渡等により円満に
事業を取得しようとする方(Ｍ＆Ａや、社内従業員等による事業承継を含む。)

　

新 事 業 創 出 貸 付
・地域資源を活用して新たな事業展開を目指す方

設　備 3億円 

・新製品製造のための機械・設備の新設を行う方
・当該製品等の売上高が10％以上増加する設備の能力増強を行う方

2億円 

・先端技術集約機器の導入または先進技術の開発を行う方
・情報化投資を行おうとする方または情報サービス業を営む方等

設　備

・個人事業主又は法人の経営者で、いったん事業を廃止し、事業廃止から5年以
内に再起業を図る方

名　金　資いさだく用利ご、きとなんこ

新
分
野
進
出
資
金

設　備

運　転
1億円 

1.90％

・融資を受けた後、おおむね２年以内に売上の増加が見込まれる方
・創業または新分野進出後、１年以上５年以内で、さらなる発展を目指す方

⇒

・障害者･高齢者を雇用する方または事業所内保育施設･勤労者福祉施設等の設
置･改　修等を行う方(詳しくは､しごと支援課･少子対策課･労政福祉課にご確認

い)

設
備
促
進
資
金

・食品の安全のため、食品関連施設において衛生上必要とする機器を導入する方
（融資対象機器については、生活衛生課にご確認ください）

7年（1年）

・県が指定した拠点地区に進出する場合で、県内常用雇用者を11人以上（但馬・
丹　波・淡路地域は県内常用雇用者6人以上）雇用する方

・宿泊施設等の観光施設を有しており、バリアフリー化・国際化対応を伴う建
築・修　繕・改修を行う方（詳しくは、観光交流課にご確認ください）

・観光施設（ドライブイン・レストハウス等）及びレクリエーション施設（ス
ポーツ　施設、教養・文化施設等）の整備を行う方

・商店街及び小売市場の環境整備・店舗の増改築を行う方

⇒

1.50％2億円 設　備

ユ
ニ
バ

サ
ル
資
金

原 則

・既存企業が、新しい分野に進出するとき

・新事業の事業化に取り組むとき

・健康・福祉・シルバー関連産業を営むとき

・先端技術の開発、先端機器の導入をするとき

・食品関連施設で衛生上必要な機器を導

入するとき

・新規開業のための資金を必要とするとき

・いったん事業を廃止し、再起業するとき

・観光・商業において設備投資を行うとき

・障害者、高齢者雇用事業所の改善や事

 業所内保育施設の設置等を行うとき

・観光施設のバリアフリー化等を行うとき

・設備の更新を行うとき

・設備の新設または増設を行うとき

・２年以内に売上の増加が見込めるとき

・新商品の開発等により経営の革新を図る

とき

・(財)ひょうご産業活性化センターから成長

期待企業として支援決定を受けたとき

・後継者不在により事業継続が困難となっ

ている者から事業を取得するとき

くださ

・情報ネットワークの構築、情報化投資を行うとき

・拠点地区へ進出するとき

・産業団地へ進出するとき 5億円（特認10憶円） 1.70％ 10年 （2年）・県が定める産業団地に土地を購入または賃借（定期借地を含む）し、進出しよう
　とする方（土地購入後3年以内に事業を開始することが必要）



　　　　　　　　●事業歴を問わず兵庫県内で事業実態があれば申し込み可能です。 ・主な要件だけを記載しているため、これら以外の要件がある場合もあります。

も等合場いなれらけ受を資融りよに等査審・）。すまりなと要必が歴業事一同の上以年１はていつに金資の部一しだた（　　　　　　　　　 あります。

　　　　　　　　●兵庫県信用保証協会の保証が必要です。 ・利率は年度途中で変更する場合があります。

　　　　　　　　●第三者保証人は不要です。 ・担保及び保証人（第三者保証人を除く）は、保証協会または金融機関の定めるところによります。

　　　　　　　　　（第三者保証人とは、友人・知人・取引先等直接融資申込人<または会社等>と関係のない者、または生計を別にする親族等 の保証人をいいます）
（平成２１年１０月１日現在）

資金

使途 限度額 利率 融資（据置）期間 申し込みに必要な認定等その他の要件

⇒ 経 営 円 滑 化 貸 付 運　転
中小企業信用保険法第２条第４項第５号の規定に基づく市町の認定
または金融機関による確認が必要【１年以上同一事業歴必要】

（ 災 害 復 旧 枠 ） 設備･運転 市町長が発行する「り災証明書」が必要

⇒ 金 融 変 化 対 策 貸 付

中小企業信用保険法第２条第４項第６号または第７号の規定に基づ
く市町の認定が必要
【信用保証協会の保証が必要】【上記7号認定のみ1年以上同一事業
歴必要】

⇒ 企 業 再 生 貸 付
設　備
運　転

15年（3年）

兵庫県中小企業再生支援協議会による「再生計画」の策定支援また
は中小企業信用保険法第２条第４項第８号の規定に基づく市町の認
定等のいずれかが必要 【信用保証協会の保証が必要】【1年以上同
一事業歴必要】

1.90％

企業　5,000万円 
組合      1億円 

・短期の一般的な事業資金を必要としている方

・貿易（輸出・輸入）のための資金を必要とする方

⇒ 小 規 模 無 担 保 貸 付 2,500万円 1.90％
・この資金の申込額を含め、保証協会の保証残高が4,000万円

以下の方
・担保不要【信用保証協会の保証が必要】

⇒ 特 別 小 規 模 貸 付 全国統一制度である小口零細企業保証制度に基づく信用保証協会の保証が必要

・取扱金融機関と１年以上の与信取引のある中小企業者
・担保不要

5,000万円 ・同一事業歴１年以上の中小企業者

（保証限度額 4,500万円) （ただし、個人事業主については青色申告を行っている方）

（商工中金90％保証) ・取扱金融機関の貸出取引歴が１年以上の中小企業者

☆　赤枠内の２制度は信用保証協会を利用しないため、詳しくは、商工中金神戸支店（078-391-7541）にお問い合わせください。
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　保証料
　３.２５％以内

・担保不要
・

・

商工中金の保証が必要

⇒ チャレンジ企業設備投資応援融資制度
設　備
運　転

設備　　　1億円
運転　5,000万円

商工中金
所　　定

設備10年（3年）
運転 7年（2年）

・新製品製造のための機械、設備の新設を行う方

・当該製品等の売上高が10%以上増加する設備の能力増強を行う方

・生産ラインの見直しなどのため、設備の更新を行う方

保証人人は原則代表者１名
・取扱金融機関：商工組合中央金庫

⇒ 地 域 金 融 支 援 保 証 制 度
設　備
運　転

金融機関
所　　定 5年（なし）

・この資金の申込額を含め、保証協会の保証残高が1,250万円
以下の方

（特別小規模貸付については、、商工会議所・商工会の推薦を
受けた場合は保証料の割引があります）

申し込み前１年間において、所得税、法人税、事業税または県民税
もしくは市町民税の所得割・法人税割のいずれかの税額が課税さ
れ、完納していることが必要
・担保、保証人不要　【信用保証協会の保証が必要】【１年以上同
一事業歴必要】

⇒ 経 営 活 性 化 資 金
5,000万円

（運転資金のみは3,000万円)
金融機関
所　　定

5年（6カ月）
(運転資金のみは３年(なし))

小
規
模
資
金

設　備

運　転

7年（6カ月）

常時雇用する従
業員２０人以下

（商業･サービス
　業５人以下)

⇒ 無 担 保 ・ 無 保 証 人 貸 付

1,250万円 1.70％

・長期の一般的な事業資金を必要としている方

特別の要件なし

⇒ 短 期 資 金 運　転 3,000万円 1.60％ 1年または6カ月 

⇒ 長 期 資 金
設　備
運　転

2.00％ 10年（2年）

⇒
借換
資金

県制度融資
等返済資金

及び
運転資金

10年（1年）

（台風第９号等災害対応）

借 換 貸 付

・兵庫県中小企業再生支援協議会、金融機関等による支援体制が構築され、再生
が見込まれる方

・整理回収機構へ貸付債権が譲渡された者のうち、再生が見込まれる方等

・兵庫県中小企業融資制度及びその他の保証付融資の既往借入金について、約定
返済中でありかつ借換による返済負担の軽減により経営の安定・改善が見込ま
れる方

認定不要（申込先による融資要件の確認で可）
 【１年以上同一事業歴必要】

（ただし、立地資金・短期資金[期日一括返済分]･経営活性化資金･金融機関プロ
パー融資･市町制度融資・金融安定化特別保証融資等は対象外）

・上記要件に加え、台風第９号等により事業所に被害を受け、市町長が発行する
「り災証明書」を有する方(り災証明書が床下浸水以下の場合は追加要件があり
ます)

○県または国が指定した倒産事業者に対して５０万円以上の債権を有する方
・国が指定した事業活動の制限により、経営の安定に支障が生じている方

申し込みのできる方

⇒ 連 鎖 倒 産 防 止 貸 付

運　転 5,000万円 7年（1年）

経
営
安
定
資
金

1億円 

1.30％

10年（2年）

県指定倒産事業者→商工会議所・商工会による認定が必要
国指定倒産事業者等→中小企業信用保険法第２条第４項第１号また
は第２号の規定に基づく市町の認定が必要

2.00％

・取引先金融機関の破綻・合併等により資金調達に支障が生じている方（第６
号）

・金融機関の再編・合理化等により借入金が減少している方（第７号）

1億円 

融　　資　　条　　件
名　金　資いさだく用利ご、きとなんこ

○最近３カ月間の売上額が前年同期に比べて３％以上減少している方
○最近３カ月間の利益率が前年同期に比べて３％以上減少している方　等

・平成21年台風第９号等により事業所に被害を受けた方

原 則

・売上や利益が減少したため資金を必要と

するとき

・台風等により被害を受けたとき

・倒産企業等の影響を受け、資金を必要と

するとき

・金融機関の合併、事業譲渡、経営合理化

等に伴い、資金調達が困難になったとき

・兵庫県中小企業融資制度及びその他の

信用保証協会保証付融資の既往借入金の

返済が困難になったとき

・兵庫県中小企業再生支援協議会の支援

を受けるなどにより企業再生を図るとき

・長期または短期の事業資金を必要とする

とき

・小規模事業者が資金を必要とするとき

・クレジットスコアリングモデルを使った短期

間での審査による資金を必要とするとき (ただし、個人事業主については青色申告を行っている方)

・クレジットスコアリングモデルを使った短期

間での審査による資金を必要とするとき

・能力が増強する設備投資を行うとき、また

は生産ラインの見直し等により、設備更新

を行うとき

・環境保全のための設備の設置や工場の
  緑化等を行うとき

地球環境
保全資金

環境保全・グリーンエネルギー
設備設置資金

最新規制適合車等購入資金

最新規制適合車等代替促進特別資金
・最新規制適合車や低公害車を購入するとき

⇒

⇒

設　備

5,000万円

2億8,000万円

1.90%
(利子補給あり)

1.80%
(利子補給あり)

7年（1年）

10年（2年）

・県内に工場又は事業場を有し、環境保全のための設備の設置や工場の緑化等を行う方

・県内に工場又は事業場を有し、最新規制適合車や低公害車の購入を行う方

対象設備によって、市町長の意見書等が必要な場合あり

現有自動車の解体廃車が必要(低公害車の購入の場合は不要)

【信用保証協会の保証が必要】【１年以上同一事業歴必要】

【申込先は県環境政策課または県民局】

☆　環境保全・グリーンエネルギー設備設置資金は環境政策課へ、最新規制適合車等購入資金及び最新規制適合車等代替促進特別資金については大気課へお問い合わせください。利子補給については、別途申請が必要です。(一部対象外の資金あり)
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